
令
和
元
年
六
月
五
日
提
出

質
問
第
二
〇
八
号

原
子
力
規
制
委
員
会
が
職
業
上
の
放
射
線
防
護
の
た
め
の
国
際
基
準
の
和
訳
を
非
公
開
と
し
て
い
る
こ
と
に
関

す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

阿

部

知

子
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原
子
力
規
制
委
員
会
が
職
業
上
の
放
射
線
防
護
の
た
め
の
国
際
基
準
の
和
訳
を
非
公
開
と
し
て
い
る
こ
と
に
関

す
る
質
問
主
意
書

被
ば
く
か
ら
労
働
者
を
保
護
す
る
た
め
の
安
全
基
準
の
和
訳
を
、
原
子
力
規
制
庁
が
国
民
の
税
金
を
投
じ
て
既
に
委
託
翻
訳

し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
（
国
際
原
子
力
機
関
）
の
許
諾
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
資
料
請
求
に
応
じ
よ
う
と

せ
ず
、
非
公
開
と
し
て
い
る
。
こ
の
対
応
は
税
金
の
使
い
方
と
し
て
あ
ま
り
に
も
不
適
切
、
不
可
解
で
あ
り
、
自
主
、
民
主
、

公
開
を
謳
っ
た
原
子
力
基
本
法
の
精
神
に
も
反
し
て
い
る
た
め
、
以
下
、
順
を
追
っ
て
質
問
す
る
。

一

五
月
十
五
日
に
原
子
力
規
制
庁
に
対
し
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
の
「
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ

Safety
Standards

O
ccupationalR

adiation

Protection
G

eneralSafety
G

uide

Ｇ
Ｓ
Ｇ－

�
」
（
以
後
、
Ｇ
Ｓ
Ｇ－

�
）
第
六
章
に
あ
る
特
殊
条
件
下
の
労
働
者

の
保
護
、
と
り
わ
けitinerant

w
orkers

（
渡
り
労
働
者
）
に
つ
い
て
の
仮
訳
を
持
っ
て
い
な
い
か
を
問
い
合
わ
せ
た
と
こ

ろ
、
回
答
が
届
か
ず
、
五
月
二
十
二
日
に
な
っ
て
同
じ
問
合
せ
を
し
た
国
会
図
書
館
か
ら
回
答
が
あ
っ
た
。

国
会
図
書
館
に
よ
れ
ば
、
原
子
力
規
制
庁
が
「
平
成
二
十
九
年
度
放
射
線
対
策
委
託
費
（
国
際
放
射
線
防
護
調
査
）
事

業
」
に
お
い
て
Ｇ
Ｓ
Ｇ－

�
（
Ｄ
Ｓ
�
�
�
）
の
和
訳
を
入
手
し
て
い
る
が
、
原
子
力
規
制
庁
に
よ
る
と
公
開
に
は
Ｉ
Ａ
Ｅ

Ａ
の
許
諾
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
現
在
の
と
こ
ろ
非
公
開
と
さ
れ
て
お
り
、
入
手
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。

一



原
子
力
規
制
庁
に
確
認
す
る
と
、
「
御
指
摘
の
資
料
に
つ
き
ま
し
て
は
、
翻
訳
物
の
刊
行
に
つ
い
て
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
か
ら
の
許

諾
を
受
け
て
い
な
い
た
め
、
提
出
は
差
し
控
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
」
と
の
回
答
が
あ
っ
た
。

�

国
会
図
書
館
か
ら
の
回
答
に
つ
い
て
五
月
二
十
四
日
に
確
認
す
る
ま
で
、
原
子
力
規
制
庁
が
仮
訳
の
有
無
に
つ
い
て
、

自
ら
回
答
し
て
こ
な
か
っ
た
の
は
何
故
か
。

�

Ｇ
Ｓ
Ｇ－

�
（
Ｄ
Ｓ
�
�
�
）
の
翻
訳
の
刊
行
物
を
求
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
仮
訳
を
求
め
て
い
る
の
に
、
勝
手

な
解
釈
で
提
出
を
差
し
控
え
た
の
は
何
故
か
。

二

原
子
力
規
制
委
員
会
は
「
平
成
二
十
九
年
度
放
射
線
対
策
委
託
費
（
国
際
放
射
線
防
護
調
査
）
事
業
」
を
公
益
財
団
法
人

原
子
力
安
全
研
究
協
会
（
以
下
、
協
会
）
に
委
託
し
、
協
会
よ
り
二
〇
一
八
年
三
月
に
「
平
成
二
十
九
年
度
原
子
力
規
制
庁

委
託
成
果
報
告
書

国
際
放
射
線
防
護
調
査
」
を
受
け
取
り
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
公
開
し
て
い
る
。

こ
の
報
告
書
の
第
三
章
「
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
安
全
基
準
文
書
等
の
翻
訳
」
に
は
、
「
本
調
査
で
は
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
安
全
基
準
文
書
等

の
う
ち
政
府
お
よ
び
原
子
力
規
制
庁
の
施
策
に
と
っ
て
重
要
性
又
は
緊
急
性
の
高
い
も
の
に
つ
い
て
、
規
制
庁
と
協
議
の
う

え
選
定
し
、
以
下
の
翻
訳
を
行
っ
た
」
と
説
明
が
書
か
れ
て
お
り
、
Ｇ
Ｓ
Ｇ－

�
（
Ｄ
Ｓ
�
�
�

O
ccupational

R
adiation

Protection

）
は
そ
の
リ
ス
ト
の
一
番
上
に
あ
る
。

二



�

規
制
庁
が
Ｄ
Ｓ
�
�
�
は
政
府
お
よ
び
原
子
力
規
制
庁
の
施
策
に
と
っ
て
重
要
性
ま
た
は
緊
急
性
の
高
い
も
の
だ
と
判

断
し
た
の
は
何
故
か
。

�

そ
れ
を
原
子
力
規
制
委
員
会
と
原
子
力
規
制
庁
と
抱
え
込
ん
で
非
公
開
と
し
て
い
る
の
は
何
故
か
。

三

東
京
電
力
福
島
第
一
原
発
事
故
以
降
に
成
立
さ
せ
た
議
員
立
法
「
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
」
の
立
案
、
審
議
過
程
で

は
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
の
安
全
基
準
等
が
和
訳
さ
れ
、
幅
広
く
共
有
さ
れ
た
上
で
議
論
が
な
さ
れ
た
。
少
な
か
ら
ず
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
の
考

え
方
が
反
映
さ
れ
て
原
子
力
規
制
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
と
理
解
し
て
い
る
。

今
日
に
お
い
て
は
、
原
発
事
故
収
束
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
の
健
康
管
理
問
題
が
懸
念
さ
れ
、
国
会
等
で
議
論
さ
れ
て

い
る
重
要
な
段
階
で
あ
る
。
原
子
力
規
制
委
員
会
の
設
置
時
と
は
異
な
り
、
翻
訳
済
み
の
安
全
基
準
が
公
開
で
き
な
い
と
述

べ
る
根
拠
は
あ
る
の
か
。
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
と
日
本
と
の
間
に
は
そ
の
よ
う
な
制
約
は
な
い
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。
公
開
の
制
約

が
、
日
本
政
府
の
考
え
方
で
あ
る
な
ら
、
明
文
化
さ
れ
た
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
の
考
え
方
に
よ
り
仮
訳
で
す
ら

非
公
開
と
す
る
合
理
的
な
根
拠
が
あ
る
な
ら
示
さ
れ
た
い
。

四

「
平
成
二
十
九
年
度
放
射
線
対
策
委
託
費
（
国
際
放
射
線
防
護
調
査
）
事
業
」
の
全
体
の
予
算
は
い
く
ら
か
。
そ
の
第
三

章
「
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
安
全
基
準
文
書
等
の
翻
訳
」
を
含
め
た
予
算
は
い
く
ら
で
、
こ
れ
ま
で
に
、
Ｄ
Ｓ
�
�
�

O
ccupational

三



R
adiation

Protection

の
翻
訳
は
、
職
業
上
の
放
射
線
防
護
施
策
、
す
な
わ
ち
、
被
ば
く
か
ら
労
働
者
を
保
護
す
る
た
め

に
、
ど
の
よ
う
に
活
用
さ
れ
て
き
た
の
か
。
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
ま
だ
活
用
さ
れ
て
い
な
い
の
か
。

五

国
会
図
書
館
が
見
つ
け
た
二
〇
一
八
年
二
月
一
日
発
行
の
「
Ｆ
Ｂ

Ｎ
ｅ
ｗ
ｓ
」
に
掲
載
さ
れ
た
レ
ポ
ー
ト
「
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ

新
放
射
線
安
全
指
針
Ｄ
Ｓ
�
�
�
（O

ccupationalR
adiation

Protection

）
に
関
す
る
国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
大
洗
開

催
に
つ
い
て
」
に
よ
れ
ば
、
民
間
企
業
で
あ
る
（
株
）
千
代
田
テ
ク
ノ
ル
が
、
二
〇
一
七
年
十
月
二
日
か
ら
六
日
ま
で
五
日

間
、
日
本
政
府
の
代
理
と
し
て
「
職
業
上
の
放
射
線
防
護：

O
ccupationalR

adiation
Protection

」
に
関
す
る
国
際
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
を
茨
城
県
大
洗
町
で
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
と
共
同
開
催
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

�

（
株
）
千
代
田
テ
ク
ノ
ル
が
日
本
政
府
の
代
理
と
し
て
「
職
業
上
の
放
射
線
防
護
」
を
テ
ー
マ
に
国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
を
開
催
し
た
の
は
、
事
実
か
。

�

（
株
）
千
代
田
テ
ク
ノ
ル
が
日
本
政
府
の
代
理
と
し
て
「
職
業
上
の
放
射
線
防
護
」
を
テ
ー
マ
に
国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
を
開
催
し
た
の
は
、
な
ん
の
た
め
か
。

�

こ
の
レ
ポ
ー
ト
に
は
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
Ｄ
Ｓ
�
�
�
の
内
容
が
講
義
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
「
お
わ
り
に
」
で

「
Ｄ
Ｓ
�
�
�
は
Ｇ
Ｓ
Ｆ

Ｐ
ａ
ｒ
ｔ
�
と
し
て
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
か
ら
刊
行
さ
れ
る
と
同
時
に
和
訳
が
開
始
さ
れ
、
日
本
語
版

四



と
し
て
発
行
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
（
株
）
千
代
田
テ
ク
ノ
ル
と
原
子
力
規
制
庁
と
の
共
通
認
識

で
は
な
い
の
か
。

�

こ
の
レ
ポ
ー
ト
か
ら
一
年
が
経
過
し
、
Ｄ
Ｓ
�
�
�
は
翻
訳
済
み
で
あ
る
。
翻
訳
の
許
諾
が
取
れ
て
い
な
い
と
い
う
理

由
で
非
公
開
と
す
る
の
は
詭
弁
で
は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。

五


